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 平成26年6月20日公開の「大阪市消防局庁舎清掃業務委託 長期継続」の仕様書について、誤りがあったため、次のとおり仕様書を訂正しましたのでご確

認ください。また、それに伴い入札日等の日程変更を行いますのでお知らせします。 

 

仕様書正誤表 

  

誤 正 

大阪市消防局庁舎清掃業務委託 長期継続 仕様書  

Ｐ１０  

１ 共用部分  

（１）イ 入口扉、風除室ガラス、廊下に面するガラスは、最低３カ月に１回、洗浄 

用洗剤で汚れをよく落とした後、ウインドスクイジーで汚水を切り、拭き 

仕上げをすること。 

    ウ 金属部分は、仕上げ材質に応じた研磨剤で、３カ月に１回磨きあげる。ブ 

ロンズ部分は、乾拭きを主とする。汚れのひどい時は洗浄用洗剤で汚れを 

よく落とした後、乾拭き仕上げをすること。 

    エ 巾木は３カ月に１回、洗浄用洗剤を用いて汚れを除去すること。 

     

 （２）ウ 金属部分の磨き（または、拭き）は３カ月に１回とする。 

    オ 巾木の洗浄は、３カ月に１回、各種表示板、電話台等も材質にあった洗浄 

用洗剤で３カ月に１回洗い、磨きを行うこと。 

 （３）イ 金属磨きは、仕上げ材質に応じた研磨剤で、３カ月に１回以上行うこと。  

 

 

 

 

大阪市消防局庁舎清掃業務委託 長期継続 仕様書 

Ｐ１０  

１ 共用部分  

（１）イ 入口扉、風除室ガラス、廊下に面するガラスは、最低１カ月に１回、洗浄 

用洗剤で汚れをよく落とした後、ウインドスクイジーで汚水を切り、拭き 

仕上げをすること。 

    ウ 金属部分は、仕上げ材質に応じた研磨剤で、１カ月に１回磨きあげる。ブ 

ロンズ部分は、乾拭きを主とする。汚れのひどい時は洗浄用洗剤で汚れを 

よく落とした後、乾拭き仕上げをすること。 

    エ 巾木は１カ月に１回、洗浄用洗剤を用いて汚れを除去すること。 

     

 （２）ウ 金属部分の磨き（または、拭き）は１カ月に１回とする。 

    オ 巾木の洗浄は、１カ月に１回、各種表示板、電話台等も材質にあった洗浄 

用洗剤で３カ月に１回洗い、磨きを行うこと。 

 （３）イ 金属磨きは、仕上げ材質に応じた研磨剤で、１カ月に１回以上行うこと。 
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日程等の変更箇所 

 変更前 変更後 

仕様書等に対する質問

締切日時 

平成 26年 7月 31日～平成 26年 7月 23日 午後 5時 00

分 

平成 26 年 8 月 15 日～平成 26 年 8 月 22 日 午後 5 時 00

分 

仕様書等に対する 

質問への回答日 

平成 26年 7月 31日午前 10時 00分～ 

平成 26年 8月 19日 午後 5時 00分 

平成 26年 9月 1日午前 10時 00分～ 

平成 26年 9月 18日 午後 5時 00分 

入札書提出期間 平成 26年 8月 18日午前 9時 00分～ 

平成 26年 8月 19日午後 5時 00分 

平成 26年 9月 17日午前 9時 00分～ 

平成 26年 9月 18日午後 5時 00分 

企画提案書等受付日時

等・企画提案書等様式

（様式０） 

ア 持参による場合 

  平成 26年 8月 20日午前 10時～午前 10時 30分 

イ 郵便等による場合 

平成 26年 8月 19日午後 5時 

ア 持参による場合 

  平成 26年 9月 19日午後 1時 30分～午後 2時 

イ 郵便等による場合 

  平成 26年 9月 18日午後 5時 

開札予定日時 平成 26年 8月 20日午前 10時 30分 平成 26年 9月 19日 午後 2時 

低入札価格根拠資料提

出締切日時 

平成 26年 9月 3日 午後 5時 00分 平成 26年 10月 7日 午後 5時 00分 

落札候補者への連絡日 平成 26年 10月 7日 未定 

落札候補者へのヒアリ

ング日時 

平成 26年 10月中旬頃（予定） 平成 26年 11月上旬頃（予定） 

 


